




京都市学校・幼稚園再開基本方針【小・中・義務教育学校】

教育活動再開
に向けた準備期間

通常
再開

５月18日～ ６月１日 ６月12日

◎
小
40
分
・
中
45
分
の
短
縮
授
業
・
補
充
学
習
等
。

◎
中
学
部
活
動
再
開(

条
件
付)

・
小
は
当
面
休
止
。

◎
全
児
童
生
徒
登
校
。

◎
感
染
拡
大
防
止
策
徹
底(

各
校
で
取
組
指
針)

。

★学年ごとに，
時間分けて
登校
★体育館等
広い場所で
のオリエン
テーション等

15日～

★学級を２班
（20人以下）

に分割。
「隔日登校。
・午前中授業
・給食なし」

★仲間づくり，
家庭学習ふり返り
を主眼に。

★学級を
２班（20人以下）に分割，

〇小学校
「隔日登校・終日授業
・給食実施」

〇中学校
「午前・午後２部制で
毎日登校。
選択制給食実施」

★教科等の指導にシフト。

★全校児童
生徒が登校

★終日授業

★土日前に
終日授業を
経験し，
翌週からに
備える

感染拡大防止徹底（各校で取組指針）し，
段階的に，在校時間や一週間の登校日を
増やし，教育活動再開へ。

【学校登校】
・希望制の
「学習面談・相談」

・学級や学年単位の登校日
・教員指導の下で軽い運動
・学校(学級)ポスト設置

【家庭学習】
・教科書に基づく学習課題
の提示(第２弾)
・ＫＢＳ京都特別番組
[小1～中3]と京都新聞
ジュニアタイムズ連携
(第２クール)

・学校ＨＰに動画の学
習課題掲載，Zoom活
用等各校工夫で実践

学童クラブと連携し，登校日ではない小学生児童の居場所を確保。

感染拡大への懸念等から家庭の意向で出席しない場合も，当面，「欠席」としない取扱い。

ステップ１

ステップ２

ステップ４

ウ ォ ー ミ ン グ ア ッ プ 期 間
「子どもたちの心身のケア」 「感染拡大防止のための行動の確認と指導」

「子どもたち同士，子どもたちと担任等との繋がり醸成」 「家庭学習の確認と指導」

ステップ３



京都市学校・幼稚園再開基本方針【幼稚園・高校・支援学校】

教育活動再開
に向けた準備期間

通常
再開

５月18日～ ６月１日

◎
時
差
登
校
・
短
縮
授
業
も
各
校
状
況
で
判
断
。

◎
幼
稚
園
は
午
前
中
活
動
を
継
続(

一
学
期)

。

◎
高
校
部
活
動
再
開(

条
件
付)

。

◎
全
児
童
生
徒
・
幼
児
登
校
園
。

◎
感
染
拡
大
防
止
徹
底(

各
校
で
取
組
指
針)

。

６月5日／12日

【幼稚園】６月15日～通常再開
分散による「登園日」の回数や在園時間を，徐々に増やす。
「預かり保育」も実施。

８日～／15日～

感染拡大防止徹底(各校で取組指針)し，段階的に，教育活動再開へ。

ウ ォ ー ミ ン グ ア ッ プ 期 間
「子どもたちの心身のケア」「感染拡大防止のための行動の確認と指導」

「子どもたち同士，子どもたちと担任等との繋がり醸成」 「家庭学習の確認と指導」

【高等学校】６月８日～通常再開
各校の状況に応じて始業時間を遅らす「時差登校」。学年・学級ごと等

の「分散登校」で授業。夜間定時制(伏見・西京)は，6月1日から給食
実施で通常教育活動。

【総合支援学校】６月15日～通常再開

◆幼稚園
園ごとの「登園日」の

実施や保育が必要な
幼児の受入れ継続

◆高等学校
各校で，時差登校・

分散登校での登校日。
（生徒との面談，家庭
学習状況の点検等）

◆総合支援学校
地域制4校で「特例

受入」要件緩和による
登校機会の拡大
職業科で高1生対象

の「登校日」や生徒の
自主登校の推進

★地域制，職業科・病弱とも午前中。
★職業科は，始業時間を遅らす
「時差登校」

★地域制は「午前中授業・給食実施」
★職業科・病弱は「終日授業」
職業科の時差登校は継続

ステップ１ ステップ２

感染拡大への懸念等から家庭の意向で出席しない場合も，当面，「欠席」としない取扱い。


